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剰余金の配当等に関する定款規定の変更方針のお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、株主価値向上を目的として、会社法第 460 条第１項の規定による定款の定めを

削除する方針を定めましたので、お知らせいたします。 

なお、本件につきましては、2022 年５月 13 日開催の取締役会決議を経て、2022 年６月 23 日開催の第 124 回定時株主

総会決議において、株主の皆さまにご承認いただくことを条件としております。 

また、2022 年５月 13 日開催の取締役会決議後、「定款一部変更に関するお知らせ」の開示を予定しております。 

記 

１. 期末配当の決議機関

当社は、現行の定款第 40 条第１項において、「会社法第 459 条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余

金の配当等を行うことができる。」旨を定めるとともに、同条第 3 項において「当会社は、会社法第 459 条第１項各号に

掲げる事項を株主総会の議決によっては定めない。」旨を定め、取締役会決議によって剰余金の配当等を行っております。 

これまで、当社は、資本政策については社会と調和し持続的に企業価値の向上を図るという観点から、当社を取り巻

く経営環境の変化や事業特性等を勘案したうえで決定されるべきであるため、当社の剰余金の配当等の決定につきまし

ては、経営判断事項として、取締役会において判断することとしてまいりました。 

もっとも、近時、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るためにコーポレート・ガバナンスを向上させ

る取組みが求められている中、当社が 2022 年４月４日をもって「プライム市場」に移行したこと等を踏まえ取締役会

において議論した結果、株主価値向上を目的として、会社法第 460 条第１項の規定による定款の定めを削除する方針を

定めました。 

今後、2022 年５月 13 日開催の取締役会決議を経て、2022 年６月 23 日開催の第 124 回定時株主総会決議において、

「定款一部変更の件」について株主の皆さまにご承認いただくことを予定しております。 

２．配当政策 

当社は、配当政策を以下の通り定めております。 

当業界における技術の変革と進展のスピードは著しく、生産設備の更新・合理化の投資は、非常に重要であります。こ

の所要資金は、内部資金を充当することを原則としております。 

配当方針につきましては、安定的な配当の継続を基本に、企業の財務体質の強化を図るとともに内部資金の拡充を進

めつつ収益に応じた配当を行うことを基本方針としております。 

そのような考えのもと、第一次中期経営計画（2021 年度～2023 年度）においては、持続的成長を支える経営基盤を

構築するための戦略投資の推進、更新投資、ＩＴ投資などに配分するとともに、株主還元への資金配分を強化いたしま

す。株主還元につきましては、連結配当性向 30％を目標とする安定配当の継続や、機動的な自己株式取得を実施してま

いります。 

３．ご参考【現行の定款】※下線部の規定を削除予定 

（剰余金の配当等） 

第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項を定めることができる。 

2  当会社は、毎年３月 31 日または９月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株 

式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「配当金」と言う。）を行う。 

3  当会社は、会社法第 459 条第１項各号に掲げる事項を株主総会の議決によっては定めない。 

今後も株主還元を重要な経営課題と位置付け、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでまいりま

す。 

以 上 


